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主な内容 村のようす

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

令和4年10月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２９４（－５）
４５８（－６）
２３７（－３）
２２１（－３）
274.22k㎡

【10月31日】
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国民年金基金は、国民年金に上
乗せして加入し、税金優遇を受
けながら掛金を積立て、老後に
より充実した年金を受取ること
ができる公的な年金です。

①掛金が全額「社会保険料控除」で、受取る年金も「公
的年金等控除」の対象です。 

②受取る年金は、終身が基本で生涯にわたりお受け取
りができます。

③万一の時はご遺族に一時金が支払われます。(遺族保
証のない加入タイプもあります) 

④掛金は、加入時の年齢で一定。お休みや増減もでき
ます。

・県村民税　            第3期

・国民健康保険税　   第4期

・介護保険料　  　　 第4期

・後期高齢者保険料　第4期

〒630-8115 
奈良市大宮町4丁目255まつもりビル2 302

0120-65-4192 フリーダイヤル

ローゴ・ヨ イ ク ニ

全国国民年金基金奈良支部

◆ その特徴は

国民年金の保険料を納付している 

①国民年金の第1号被保険者(免除等の方を除く) 

②国民年金の任意加入者(60歳～65歳未満の方や海外
在住の方)です。

◆ 加入できる方は



総　務　費：庁舎の維持管理や戸籍、徴税、選挙、監査事務な
ど村の総括的な事務に使ったお金

農林水産商工費：農林水産業、商工業、観光の振興などに使ったお金

民　生　費：社会福祉や医療助成など、安定した社会生活を保
証するために使ったお金

衛　生　費：健康診断や各種検診、ごみ処理など健康で衛生的
な生活環境を保つために使ったお金

消　防　費：

土　木　費：道路、公営住宅などの整備や維持管理に使ったお金

教　育　費：小中学校、社会教育や保健体育など、教育各般に
使ったお金

公　債　費：国などから借り入れたお金（村債）の返済などに
使ったお金

繰　越　金 ：前年度から持ち越された余剰金

令和3年度の一般会計・特別会計の決算が９月議会で認定されました。村民の皆さんが納められ
た貴重な税金や国、県からの補助金などが、村づくりにどのように使われたのか、村の決算の概
要、財政の状況についてお知らせします。
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村に入ったお金は18億4,252万5千円（対前年度伸率‒17％）村が使ったお金は15億6,004万1千円（対前年度伸率‒20.3％）

◆自主財源（自主的に歳入することができる財源）

地方交付税 ：

村　　　債 ：

国庫支出金 ：

地方譲与税 ：

県 支 出 金 ：

村の財源状況に応じて国から交付され
たお金

特定の事業を行うために国などから借
り入れたお金

特定の事業を行うために国から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

国税として徴収され、地方自治体へ譲
与されるお金

特定の事業を行うために県から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

◆依存財源（国や県などから交付される財源）

議　会　費：
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村　　　税：村民税や固定資産税など、村民の皆さん
に納めていただいたお金

使用料及び手数料：村の施設の使用や住民票の交付など、特
定の行政サービスを受けた人に負担して
いただいたお金

依存財源 76.2％

自主財源
23.8％

繰越金
265,642千円
14.4%

村　税
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150,828千円
8.2%

県支出金
52,283千円
2.8%

各種交付金
16,952千円　0.9%

地方譲与税
38,797千円　2.1%
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総務費
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31.8%

農林水産商工費
264,711千円
17.0%

民生費
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10.0%
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7.8%

土木費
110,500千円
7.1%

教育費
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7.0%
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92,216千円
5.9%

公債費
173,407千円
11.1%
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H29 H30 R元 R2年 R3年度
0

500

1,000

1,500

2,500

2,000

1,481
1,641

1,336

2,064
2,222

1,957
1,843

1,560

2,352

1,612

105,000

100,000

96,464

92,428 91,918
90,351

89,321

95,000

90,000

85,000
H29 H30 R元 R2 R3年度

1,100

900

1,000

800

700

885

840
866

1,013

834

H29 H30 R元 R2年 R3年度

災害復旧費：災害によって道路や山林などに生じた被害を復旧
するために使ったお金

議会の運営などに使ったお金

消防や防災対策に使ったお金
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総　務　費：庁舎の維持管理や戸籍、徴税、選挙、監査事務な
ど村の総括的な事務に使ったお金

農林水産商工費：農林水産業、商工業、観光の振興などに使ったお金

民　生　費：社会福祉や医療助成など、安定した社会生活を保
証するために使ったお金

衛　生　費：健康診断や各種検診、ごみ処理など健康で衛生的
な生活環境を保つために使ったお金

消　防　費：

土　木　費：道路、公営住宅などの整備や維持管理に使ったお金

教　育　費：小中学校、社会教育や保健体育など、教育各般に
使ったお金

公　債　費：国などから借り入れたお金（村債）の返済などに
使ったお金

繰　越　金 ：前年度から持ち越された余剰金

令和3年度の一般会計・特別会計の決算が９月議会で認定されました。村民の皆さんが納められ
た貴重な税金や国、県からの補助金などが、村づくりにどのように使われたのか、村の決算の概
要、財政の状況についてお知らせします。
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村に入ったお金は18億4,252万5千円（対前年度伸率‒17％）村が使ったお金は15億6,004万1千円（対前年度伸率‒20.3％）

◆自主財源（自主的に歳入することができる財源）

地方交付税 ：

村　　　債 ：

国庫支出金 ：

地方譲与税 ：

県 支 出 金 ：

村の財源状況に応じて国から交付され
たお金

特定の事業を行うために国などから借
り入れたお金

特定の事業を行うために国から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

国税として徴収され、地方自治体へ譲
与されるお金

特定の事業を行うために県から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

◆依存財源（国や県などから交付される財源）

議　会　費：
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村　　　税：村民税や固定資産税など、村民の皆さん
に納めていただいたお金

使用料及び手数料：村の施設の使用や住民票の交付など、特
定の行政サービスを受けた人に負担して
いただいたお金

依存財源 76.2％

自主財源
23.8％

繰越金
265,642千円
14.4%

村　税
89,321千円
4.8%

諸収入
34,577千円

1.9%

寄付金
26,967千円

1.6%

使用料及び
手数料ほか
18,566千円

1.0%

地方交付税
1,012,962千円
55.0%

村　債
132,900千円
7.2%

国庫支出金
150,828千円
8.2%

県支出金
52,283千円
2.8%

各種交付金
16,952千円　0.9%

地方譲与税
38,797千円　2.1%

歳　出

総務費
495,491千円
31.8%

農林水産商工費
264,711千円
17.0%

民生費
156,306千円
10.0%

衛生費
120,791千円
7.8%

土木費
110,500千円
7.1%

教育費
109,801千円
7.0%

消防費
92,216千円
5.9%

公債費
173,407千円
11.1%

災害復旧費・諸支出金
9,622千円　0.6％

議会費
27,196千円　1.7%

H29 H30 R元 R2年 R3年度
0
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1,000
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2,000

1,481
1,641

1,336

2,064
2,222

1,957
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1,560

2,352
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105,000

100,000
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92,428 91,918
90,351

89,321

95,000

90,000

85,000
H29 H30 R元 R2 R3年度

1,100

900

1,000

800

700

885

840
866

1,013

834

H29 H30 R元 R2年 R3年度

災害復旧費：災害によって道路や山林などに生じた被害を復旧
するために使ったお金

議会の運営などに使ったお金

消防や防災対策に使ったお金

2,1512,151

2,400

2,000

1,600

1,200

800
H29 H30 R元 R2年 R3年度末

2,059
1,905 1,925
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〇令和４年秋の交通安全県民運動〇〇令和４年秋の交通安全県民運動〇〇令和４年秋の交通安全県民運動〇〇令和４年秋の交通安全県民運動〇

山中で高齢男性保護山中で高齢男性保護山中で高齢男性保護山中で高齢男性保護

　９月２１日（水）から9月３０日（金）の10日間、秋の交通安全県民運動が実施されました。
　本村では9月28日（水）、早朝より道の駅（総合案内センター）周辺において村交通安全協
会役員の皆さんと吉野警察署員の方々により啓発物品の配布や安全運転の呼びかけが行われま
した。
　村民の皆様におかれましては、運動期間中はもとより、１年を通して事故のない地域づくり
が推進されますよう交通ルールを遵守し、安全運転を心掛けるようお願いいたします。

　9月14日、村から依頼された東の川方面の道路パト
ロール中に１人で歩く高齢女性を見かけ不審に思い声
をかけたところ、夫婦でドライブ中に脱輪したと助け
を求められ、３人で脱輪した車まで戻ったところ車に
残したという夫が見当たらず、奥村氏が探索、中岡氏
は役場へ通報に向かいました。その後奥村氏により男
性が発見され夫婦は無事に帰宅できました。 
　このことにより9月30日、奥村敬太氏と中岡一郎氏
へ吉野警察署から感謝状が授与されました。

村の出来事Topics

上北山村住民課交通対策係　電話 07468-3-0223
吉野警察署　　　　　　　　電話 0747-53-0110

交通事故のない　やすらぎの　大和路づくり交通事故のない　やすらぎの　大和路づくり

4

広　報 かみきたやま



　毎年、秋に開催しております「長寿と健康の集い」は、村寿会と協議を行い、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止と致しました。
　長寿と健康の集いを楽しみにされていた方、また今回表彰される皆様方には誠に
申し訳ございませんが、事情をご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げ
ます。
　尚、今回、式において表彰される予定でした方々を下記にご紹介させて頂き、お
祝い申し上げると共に、表彰者の皆様には村から記念品を贈呈しました。

　　以上　順不同
　　　　　上北山村住民課

記

喜寿　（77歳）
森　本　ユキ子　様（西原）　　　北　岡　弘　己　様（河合）
日　浦　悦　代　様（河合）

金婚式　（婚姻50周年）
中　本　貞　司　・　富　江　ご夫妻　様（小橡）
中　岡　征　夫　・　眞佐子　ご夫妻　様（小橡）

米寿　（88歳）
小　高　多美代　様（小橡）　　　中　岡　　　巧　様（小橡）
森ノ内　繁　樹　様（白川）
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　新型コロナウイルス感染症や昨今の原油価格・物価高騰等の影響により、売上が著しく減少

し、経営に深刻な影響が生じている村内の事業者に対し、上北山村事業復活支援金を国の事業

復活支援金（以下、「国支援金」とする。）の上乗せとして交付することで、事業継続を支援しま

す。

①国支援金を受給しており、その給付額を上回る売り上げ減少が生じていること。

②所在地もしくは住所地が令和４年９月３０日時点で上北山村にあり、営業実態を有す
ること。
　・中小法人等にあっては、法人の本店の所在地
　・個人事業主にあっては、事業主本人の住所地

③今後も村内で事業継続の意思があること。

④村税及び村使用料を滞納していないこと（徴収を猶予されている者を除く。）。
※別途対象外要件があるため、詳細は申請要項をご確認ください。

上北山村事業復活支援金
（国の「事業復活支援金」の上乗せ支援金）

                                    の御案内

上北山村事業復活支援金
（国の「事業復活支援金」の上乗せ支援金）

                                    の御案内

①上北山村事業復活支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）

②誓約書兼同意書（様式第２号）

③国支援金の申請フォーム画面を印刷したもの（申請に使用した事業すべての収入額
等が分かるもの）又は国支援金の申請に使用した書類一式

④国支援金の受給を証明する書類として、以下のいずれか
　・国支援金の振込みのお知らせはがきの写し
　・国支援金のマイページ画面を印刷したもの（振込手続き完了が分かる部分）
　・国支援金の入金が確認できる通帳の写し

⑤振込先口座の通帳の見開き１ページ目の写し

⑥法人の場合、履歴事項全部証明書の写し（申請日の3か月以内の日付のもの）
※ただし、国支援金の申請時と内容に変更がない場合は、国支援金の申請に添付した
ものでも可

⑦個人事業主の場合、運転免許証など、本人を確認できるものの写し
※ただし、国支援金の申請時と内容に変更がない場合は、国支援金の申請に添付した
ものでも可

⑧委任状（任意様式）
　１事業者あたり１回限りの申請で、予算額に達し次第終了となります。
　中小法人等：１事業者あたり２０万円（上限）
　個人事業主：１事業者あたり１０万円（上限）　

　※国支援金を控除した売り上げ減少額に応じて交付します。

　令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月３０日（水）１７時
　土日祝は除きます。

　申請受付以降順次交付

TEL：０７４６８－２－０００２
上北山村役場　企画政策課

【担当・問い合わせ先】

１．対象事業者

３．申請期間

４．交付時期

５．申請書類

２．交付上限額
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上北山村事業復活支援金
（国の「事業復活支援金」の上乗せ支援金）
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④国支援金の受給を証明する書類として、以下のいずれか
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　・国支援金のマイページ画面を印刷したもの（振込手続き完了が分かる部分）
　・国支援金の入金が確認できる通帳の写し

⑤振込先口座の通帳の見開き１ページ目の写し

⑥法人の場合、履歴事項全部証明書の写し（申請日の3か月以内の日付のもの）
※ただし、国支援金の申請時と内容に変更がない場合は、国支援金の申請に添付した
ものでも可

⑦個人事業主の場合、運転免許証など、本人を確認できるものの写し
※ただし、国支援金の申請時と内容に変更がない場合は、国支援金の申請に添付した
ものでも可

⑧委任状（任意様式）
　１事業者あたり１回限りの申請で、予算額に達し次第終了となります。
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　令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月３０日（水）１７時
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２．交付上限額
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自衛官募集のお知らせ
自衛官候補生 陸上自衛隊高等工科学校生徒募集コース

お問合せ
お申込み

試験場所
（予定）

試験種目

試験期日

受　　付

令和4年11月12日(土)

航空自衛隊奈良基地

自衛隊奈良地方協力本部　五條地域事務所（担当:山中、上小園、山岡）
〒６３７－０００４　五條市今井５丁目１－１２サンタウン２階　　　電　話 ： ０７４７－２２－３７８９

令和4年11月8日(火)

対象年齢

自衛隊奈良地方協力本部

採用予定月の1日現在 18歳以上33歳未満
32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者

令和5年4月1日現在 男子で15歳以上17歳未満
中卒(見込含)

1次試験 令和5年1月14日(土)～15日(日)の指定する1日
2次試験 令和5年1月26日(木)～29日(日)の指定する1日

令和4年10月1日(土)～令和5年1月6日(金)

学科試験 ： 作文
適性検査 ： 口述試験
　　　　  身体検査
※学科試験、作文、適性検査はWEB試験を予定

1次試験 ： 学科試験
             作文
2次試験 ： 口述試験
             身体検査

11月11日（金）から17日（木）は税を考える週間です。
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秋の火災予防運動

　今年も全国一斉に秋の火災予防運動を実施します。

　この運動は、みなさま方に火災予防の意識を高めていただき、火災の発生を防止

して尊い生命と貴重な財産を守ることを目的としています。

　また、令和４年１月から奈良県広域消防組合管内において、一般住宅の火災によ

る死傷者が多数発生しています。住宅火災による逃げ遅れゼロへの取り組みとし

て、下記の４つの習慣・６つの対策を実施していただき、火災から大切な「いのち」

を守りましょう。

●　寝たばこはやめましょう

●　ストーブから燃えやすいものを離しましょう

●　ガスこんろから離れるときは火を消しましょう

●　コンセントはほこりを清掃し不必要なプラグは抜きましょう

「　お出かけは　マスク戸締り　火の用心　」

●　ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機器を使いましょう

●　住宅用火災警報器で逃げ遅れを防ぎましょう

●　防炎製品の寝具・カーテンを使用しましょう

●　消火器で火災を小さいうちに消しましょう

●　近所の協力でお年寄りや体の不自由な人を守りましょう

●　防火防災訓練や戸別訪問で地域を守りましょう

奈良県広域消防組合　吉野消防署

TEL 0746-32-1011

奈良県広域消防組合 
マスコットキャラクター 
「まほろ隊長」
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患
者
等
搬
送
乗
務
員定

期
講
習
の
ご
案
内

　
患
者
等
搬
送
事
業
所
に
従
事
す
る
乗
務
員

の
方
に
必
要
な
応
急
手
当
に
関
す
る
知
識
及

び
技
能
を
適
正
に
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
「
患
者
等
搬
送
乗
務
員
定
期
講
習
」
を

次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

の
状
況
に
よ
り
会
場
の
変
更
又
は
中
止
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
定
期
講
習
】

①
日
時
　
令
和
４
年
11
月
15
日
㈫
　

　
９
時
00
分
〜
12
時
00
分

②
日
時
　
令
和
４
年
11
月
25
日
㈮
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30
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〜
16
時
30
分

場
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①
②

　
奈
良
市
防
災
セ
ン
タ
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奈
良
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八
条
５
丁
目
4
0
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１
　
　
　

③
日
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４
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④
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４
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９
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付
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３
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①
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搬
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６
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縦
３
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①
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②
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!
面
接
対
策
セ
ミ
ナ
ー
」 

③
11
月
29
日 

㈫ 

　
14
時
00
分
〜
15
時
30
分

　「
応
募
書
類
の
書
き
方
」

■
場
所

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

■
概
要 

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
就
職
活
動
の
ス

キ
ル
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
参
加
型
の
セ
ミ

ナ
ー
。
参
加
費
無
料
。

■
対
象

就
職
活
動
中
の
学
生
や
お
お
む
ね
35
歳
未
満

の
求
職
者
（
40
代
前
半
ま
で
の
不
安
定
就
労

者
を
含
む
）

■
定
員

各
10
人
程
度
（
先
着
順
）

■
申
し
込
み

各
セ
ミ
ナ
ー
前
日
ま
で
に
、
電
話
、
F
A
X

又
は
H
P
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ 

T
E
L 

0
7
4
2

-

2
3

-

5
7
3
0 

F
A
X 

0
7
4
2

-

2
3

-

5
7
5
7

https://www.pref.nara.jp/item
/63392.htm
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署河合駐在所

吉野消防署北山分署
２－０００５

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力㈱高田営業所
０８００－７７７－８０５１

　あなたの身の回りで、こんなことはありませんか。交通

事故、傷害、窃盗、詐欺等の被害に遭ったのに、あるいは

犯罪を告訴・告発したのに、検察官が犯人を裁判にかけて

くれない!そんな時は、検察審査会事務局に申し立てをして

ください。

　検察審査会は、20歳以上で選挙権を有する国民の中から

クジで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が被疑者(犯罪

の嫌疑を受けている人)を裁判にかけなかった不起訴処分の

良し悪しを審査する機関です。

　審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不

当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があっ

た場合には、検察官は、事件を再検討します。

　このように、その結果によっては、裁判にかけられな

かった事件を、裁判で審理するように請求できる公的機関

で、犯罪の被害に遭った人や犯罪を告訴・告発をした人か

らの申し立てを受けて審査を始めま

す。 

　審査の申し立てや相談の費用は、

無料です。秘密も固く守られます。 

　詳しくは、葛城検察審査会事務局

にお問い合わせください。

〒635-8502
大和高田市大中101-4 

奈良地方裁判所葛城支部
葛城検察審査会事務局(大和高田市役所の真向かい)

☎0745-53-1012(代表)

検察審査会を
ご存知ですか
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　糖尿病人口は年々増えており、日本では成人の６人に１人が糖尿病及びその予備軍となっています。糖尿
病の治療には食事療法・運動療法・薬物療法の３つの柱がありあますが、その中で最も大事なのが食事療法
です。世間では様々なダイエット方法が話題になりますが、糖尿病食は決して「極端な糖質・カロリー制限」
ではありません。
　糖尿病の食事療法で最初にするべきことは、１日の必要な摂取カロリーを知ることです。摂取カロリーは
１日の運動量によって大きく変わります。
　普通の労作（立ち仕事、軽い歩行など）では、標準体重（注１）に対して30㎉／㎏となります。例えば標準
体重が60㎏の人は60×30＝1800㎉／日となります。軽い労作（事務職、高齢者など）では25㎉／㎏、重い
労作（力仕事など）では35㎉／㎏となります。
　次に大事なのは、バランスよく栄養をとることです。３大栄養素であるタンパク質、脂質、炭水化物だけで
見ると、日本人の摂取量は平均的にはバランスがとれています。
　しかし問題となるのは、皆さんが太るイメージを持っている炭水化物の内訳です。炭水化物は大きく分け
ると、吸収されエネルギー源となる「糖質（ご飯・パン・麺類など）」とほぼ吸収されない「食物繊維（野菜・き
のこ・海藻類など）」の二つに分けられます。そして日本人が摂取している炭水化物の多くが糖質であり、食
物繊維摂取量が大変少ないのです。糖質を減らし、食物繊維を増やす事が栄養上とても大事なのです。
　実際、糖尿病のための特別なメニューはありません。基本は30種以上の食品を栄養バランスよく、適切な
カロリー量で摂取する事です。
　この食事療法の考え方は糖尿病患者さんだけではなく、本来健康な方にも当てはまることです。家族の
方とも一緒に今日からさっそく取り組んでみましょう。
（注１）標準体重（㎏）＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22

糖尿病～その食事で大丈夫ですか

奈良県医師会

年金だより

　日本年金機構から、「社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書」が対象者宛てに発送されますので、
お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。発送スケジュール
は次のとおりです。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するご相談については、下記のダイヤルでもお受けし
ています。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

②

①

発送時期 対象者

令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に
国民年金保険料を納付された方（ ①の対象者は除きます。)

令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に
国民年金保険料を納付された方

令和5年2月上旬

令和4年10月下旬から
11月上旬にかけて順次発送

休日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日～1月3日はご利用いただけません。
月～金曜日　午前8:30～午後7:00　　第2土曜日　午前9:30～午後4:00■受　付　時　間 
050から始まる電話の場合は、(東京) 03-6630-2525 
(ナビダイヤル)0570 -003 -004■電　話　番　号

■問い合わせ先の名称 ねんきん加入者ダイヤル
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上北山村国民健康保険診療所
医 師 浅 香 幸 久

93
逆
流
性
食
道
炎
に
つ
い
て

健康づくりのアドバイス

Vol.

　
村
民
の
皆
様
、
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
診
療

所
医
師
の
浅
香
で
す
。
秋
も

深
ま
り
朝
晩
は
寒
さ
も
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お

り
ま
す
が
、
寒
さ
対
策
な
ど

は
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
で
し
ょ

う
か
？

　
さ
て
、
今
月
は
食
道
裂
孔

ヘ
ル
ニ
ア
、
逆
流
性
食
道
炎
に

つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、○
○
ヘ
ル
ニ
ア
と
は
な

ん
ぞ
や
？
腰
の
病
気
か
？
そ

れ
と
も
脱
腸
の
こ
と
か
？
と

思
わ
れ
た
方
も
多
数
い
ら
っ

し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
、「
食
道
裂

孔
ヘ
ル
ニ
ア
」に
関
し
て
で
す
。

食
道
裂
孔
ヘ
ル
ニ
ア
と
は
、
胃

と
食
道
と
を
分
け
隔
て
胃
酸

の
逆
流
を
防
い
で
い
る
〝
横

隔
膜
〞
が
、
加
齢
と
と
も
に

筋
力
も
低
下
し
緩
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
本
来
横
隔
膜
の
下

に
あ
る
べ
き
〝
胃
〞
が
横
隔

膜
の
上
に
飛
び
出
し
て
し
ま

う
状
態
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

こ
の
〝
食
道
裂
孔
ヘ
ル
ニ
ア
〞

の
状
態
に
な
る
と
、
普
段
で

あ
れ
ば
逆
流
し
な
い
は
ず
の

胃
酸
が
食
道
に
流
れ
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、〝
逆
流
性
食
道

炎
〞
が
起
こ
る
の
で
す
。
先

ほ
ど
に
も
申
し
上
げ
た
よ
う

に
、
こ
の
食
道
裂
孔
ヘ
ル
ニ
ア

は
加
齢
と
と
も
に
横
隔
膜
の

緩
み
に
よ
り
起
き
る
も
の
な

の
で
、
当
然
の
ご
と
く
ご
高

齢
の
方
に
多
い
で
す
。
こ
れ

を
読
ん
で
お
ら
れ
る
皆
さ
ん

の
中
に
も
〝
食
道
裂
孔
ヘ
ル
ニ

ア
〞
や
〝
逆
流
性
食
道
炎
〞

と
言
わ
れ
て
、
胃
酸
の
分
泌

を
抑
え
る
薬
（
ネ
キ
シ
ウ
ム

な
ど
）
を
処
方
さ
れ
て
い
る

方
も
多
く
お
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
食
道
裂
孔
ヘ
ル
ニ
ア

の
状
態
に
な
り
ま
す
と
、
胃

酸
が
逆
流
す
る
こ
と
で
、「
口

の
中
が
苦
い
（
呑
酸
）」
や
「
胸

が
チ
ク
チ
ク
痛
む
（
胸
痛
、

胸
部
不
快
感
）」
な
ど
の
症
状

が
起
こ
っ
た
り
、
逆
流
し
た

胃
酸
が
気
管
に
誤
嚥
し
て
し

ま
う
こ
と
で
「
咳
が
出
る
（
咳

嗽
）」
と
い
っ
た
症
状
が
出
た

り
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
発
生
し
や

す
い
状
況
と
し
て
は
、
草
む

し
り
の
時
に
前
か
が
み
に
な
っ

た
り
、
ご
飯
を
食
べ
す
ぎ
た

り
、
ベ
ル
ト
を
き
つ
く
締
め
す

ぎ
た
り
な
ど
、
胃
か
ら
胃
酸

が
食
道
の
方
向
に
流
れ
で
や

す
い
体
勢
を
取
っ
た
り
、
お

な
か
の
圧
が
高
ま
っ
た
り
す

る
状
況
で
起
き
や
す
い
で
す
。

こ
の
よ
う
な
症
状
を
お
持
ち

の
方
は
診
療
所
に
お
気
軽
に

相
談
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
症
状
か
ら
胃
酸

分
泌
抑
制
薬
の
投
与
や
検
査

（
胃
カ
メ
ラ
な
ど
）
の
必
要
性

も
判
断
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
ま
た
、
胃
カ
メ
ラ
に
関
し

て
は
、
皆
様
も
か
ね
て
よ
り

お
馴
染
み
で
あ
り
、
私
の

B
O
S
S
で
も
あ
る
明
石
陽

介
先
生
（
南
奈
良
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー
総
合
診
療
科
　
診

療
部
長
）
が
毎
月
第
2
木
曜

日
（
第
2
木
曜
日
が
祝
日
の

場
合
に
は
、
第
1
木
曜
日
）

に
内
視
鏡
を
し
に
来
て
く
だ

さ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
胃
カ

メ
ラ
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う

方
も
是
非
診
療
所
ま
で
声
を

か
け
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
冬
に
近
づ
い
て

い
く
に
つ
れ
ま
す
ま
す
寒
さ

が
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
皆
様
も
風

邪
な
ど
（
巷
で
流
行
し
て
い

る
あ
の
病
気
も
）
ひ
か
れ
な

い
よ
う
に
、
お
気
を
付
け
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
に
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

13

広　報 かみきたやま



かみきたやま広　報

2022

No.655
10月

主な内容 村のようす

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

令和4年10月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２９４（－５）
４５８（－６）
２３７（－３）
２２１（－３）
274.22k㎡

【10月31日】

広
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ま
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山
村
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場
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Ｐ２・３
Ｐ４

Ｐ５
Ｐ６・７
Ｐ８

令和3年度決算報告…………………………
村の出来事……………………………………
「第16回　長寿と健康の集い」　　　　　
　　　　　　　の開催中止について………
上北山村事業復活支援金のご案内…………
税務署からのお知らせ・自衛官募集のお知らせ……

Ｐ９
Ｐ10
Ｐ11
Ｐ12
Ｐ13
Ｐ14

吉野消防署からのお知らせ…………………
お知らせ……………………………………
検察審査会制度について……………………
年金だより・奈良健康情報…………………
診療所だより………………………………
国民年金基金について………………………

国民年金基金は、国民年金に上
乗せして加入し、税金優遇を受
けながら掛金を積立て、老後に
より充実した年金を受取ること
ができる公的な年金です。

①掛金が全額「社会保険料控除」で、受取る年金も「公
的年金等控除」の対象です。 

②受取る年金は、終身が基本で生涯にわたりお受け取
りができます。

③万一の時はご遺族に一時金が支払われます。(遺族保
証のない加入タイプもあります) 

④掛金は、加入時の年齢で一定。お休みや増減もでき
ます。

・県村民税　            第3期

・国民健康保険税　   第4期

・介護保険料　  　　 第4期

・後期高齢者保険料　第4期

〒630-8115 
奈良市大宮町4丁目255まつもりビル2 302

0120-65-4192 フリーダイヤル

ローゴ・ヨ イ ク ニ

全国国民年金基金奈良支部

◆ その特徴は

国民年金の保険料を納付している 

①国民年金の第1号被保険者(免除等の方を除く) 

②国民年金の任意加入者(60歳～65歳未満の方や海外
在住の方)です。

◆ 加入できる方は

広　報 かみきたやま


